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こうほうたぬま

「被害者支援広報月間」とは
県民の皆さんに、犯罪被害者やそのご家族がおかれている状況や、それらを踏まえた被害者

支援の必要性、警察等が行っている被害者支援に関する活動や各種施策を知っていただき、支

援の輪を広げるとともに被害者支援等への配慮を呼びかけることを目的としています。

実 施期 間

〇 令和６年11月１日（金）～11月30日（土）までの１か月間

広 報事 項
〇 犯罪被害者等の現状と支援の必要性

〇 犯罪被害給付制度及び国外犯罪被害弔慰金等支給制度

〇 本県警察で行っている犯罪被害者支援に係る各種施策

〇 民間被害者支援団体が実施している犯罪被害者支援に係る各種活動

〇 性犯罪被害相談電話「♯８１０３」（ハートさん）をはじめとする犯罪被害者等の

ための相談窓口

11月は「犯罪被害者支援広報月間」です！！

栃木県内で「♯8103」にかけると、警察本部の性犯

罪相談電話につながります。


